
障害のある児童生徒の学校生活における保護者等の
付添いに関する実態調査の結果（概要）

１．調査の目的

障害者権利条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築に向け、平成２５年
に、障害のある児童生徒の就学先決定について、「特別支援学校への就学を原則とし、
例外的に小・中学校への就学を可能としていたこれまでの仕組み」から「個々の障害の
状態等を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組み」に改めたところ。

また、平成２８年４月には、合理的配慮の不提供の禁止等を規定した「障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律」の施行を控えている。

このような状況において、小・中学校における保護者の付添いは、今後も合理的配慮
の提供において一つの論点となるものと考えられることから、標記調査は、障害のある
児童生徒の保護者等の付添いの実態を把握するものである。

３．結果の概要

（１）学校生活における保護者等の付添い
日常的に、校舎内において障害のある児童生徒に付き添っている保護者等の人数
は、1,897人。

（２）医療的ケアを伴う付添い
（１）のうち、保護者等が医療的ケアを行っている割合は20％（388件）。
うち84％（326件）は、看護師が学校にいない又は常駐ではないことによる付添い。

（３）医療的ケアを伴わない付添い
（１）のうち、医療的ケアを伴わない付添いは80%(1,509件）。日常生活上の介助
（34%）、学習支援（22%）、健康・安全確保（20%）等を行っている。

２．調査の概要

○調査対象 全国の公立小・中学校

○ 調査時点 平成２７年５月１日時点

○ 調査項目 学校生活における保護者等の付添い件数

うち、医療的ケアを伴う付添い・伴わない付添いそれぞれの実態

※ 保護者等とは、学校教育法第１６条に定める保護者、及び、祖父母等の関係者であって
保護者の依頼を受けて付添いを行う者をいう。
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【小・中学校】医療的ケアを伴う保護者等の付添いの実態
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・看護師は常駐しているが、勤務時間
外に医療的ケアが必要であるため。
（類似回答多数）
・看護師は常駐しているが、引継ぎの
ため６月中旬頃まで付添いを予定し
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【小・中学校】医療的ケアを伴わない保護者等の付添いの実態
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日常生活上の介助を行っている（食事・排

泄の介助、教室の移動補助等）

発達障害のある児童生徒に対する学習支

援を行っている（読み・書き等の困難に応じ

た読み上げ・代筆、児童生徒の安全確保や
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・児童生徒の不安解消のため／母子分離ができていないため。（類似回答多数）
・学校生活を見たい／指導法を参考にしたいとの希望による。
・選択性かん黙等の児童が学校に慣れるまでの練習のため。
・人工心臓のため、万一に備えて待機している。 等
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【小学校】学校生活における保護者等の付添い件数１
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【小学校】医療的ケアを伴う保護者等の付添いの実態
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看護師は常駐しているが、保護者等の

希望により付添いをしている

看護師は常駐しているが、学校等の希

望により保護者等が付添いをしている

その他

・看護師は常駐しているが、勤務時間
外に医療的ケアが必要であるため。
（類似回答多数）
・看護師は常駐しているが、引継ぎのた
め６月中旬頃まで付添いを予定してい
る。 等
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【小学校】医療的ケアを伴わない保護者等の付添いの実態

425 

317 

258 

301 

日常生活上の介助を行っている（食事・

排泄の介助、教室の移動補助等）

発達障害のある児童に対する学習支

援を行っている（読み・書き等の困難に

応じた読み上げ・代筆、児童の安全確

保や居場所確認等）

児童の健康・安全確保を行っている（他

の児童への攻撃や自傷等の危険な行

動の防止等）

その他

・児童の不安の解消のため／母子分離ができていないため。（類似回答多数）
・学校生活を見たい／指導法を参考にしたいとの希望による。
・給食で食べることのできるものを選定する（介助は行わない）。
・夏期のみ水泳指導時の付添いを行う。
・選択性かん黙等の児童が学校に慣れるまでの練習のため。 等
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看護師は常駐しているが、保護者等の

希望により付添いをしている

看護師は常駐しているが、学校等の希

望により保護者等が付添いをしている

その他

・看護師資格を持つ支援員が常駐し
ているが、支援員が休みの場合に、
保護者に付添いを依頼することが
ある。 等
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【中学校】医療的ケアを伴わない保護者等の付添いの実態
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日常生活上の介助を行っている（食事・排

泄の介助、教室の移動補助等）

発達障害のある生徒に対する学習支援を

行っている（読み・書き等の困難に応じた読

み上げ・代筆、生徒の安全確保や居場所

確認等）

生徒の健康・安全確保を行っている（他の

生徒への攻撃や自傷等の危険な行動の防

止等）

その他

・生徒の不安解消のため／母子分離ができていないため。（類似回答多数）
・人工心臓のため、万一に備えて待機している。
・保護者から、教師の支援や周囲の級友の行動・態度に不安があるため自分
の目で状況を確かめておきたいとの希望があり、付き添っている。 等
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保護者等との連携の参考となる事例と課題①

○保護者が導尿のため来校する際，校長，担任，養護教諭など，いろいろな教
師と，子供のことについて情報交換をしている。気軽に話せる環境や雰囲気
作りができており，保護者の安心感につながっている。

○肢体不自由の生徒について，中学校入学前から小学校関係者との懇談や授
業見学を行うことで，実態把握に努め，保護者との面談も行った。保護者の教
育方針や中学校への要望を聞き，中学校内のトイレを改修した。本人が学校
生活において，できる限りの充実感をもてるよう，教頭，主幹教諭，学級担任
でチームを組み，組織的な支援を行っている。定期的に保護者との面談を行
い，特に環境のニーズに応えるように努めている。

○児童の自立を促すために，必要最低限の付添いにしてもらうよう話し合い，
理解してもらっている。また，月１回の支援会議を，保護者と担任と交流学級
担任と行うようにしている。

○スクールソーシャルワーカーの協力も得て保護者に寄り添った指導を行うこと
で，保護者と良好な関係を築けている。

○本人・保護者が通っているクリニックと連携し，学校生活でできる支援を保護
者も含めて一緒に検討している。 ※自由記述欄に記載された内容を基に作成。

保護者等との連携の参考となる事例
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保護者等との連携の参考となる事例と課題②

○保護者に仕事を休んでもらうなど，保護者への負担が大きい。しかし，現状の
指導体制では，担任が他の児童を残し，当該児童のトイレ介助等を個別に行
うことは難しい。

○保護者が教室内に付き添うことが，個人情報の保護など他の児童生徒・保護
者とのトラブルにつながるケースもある。

○保護者が担任の意図を踏まえないまま他の児童の対応をする，児童が保護
者に甘えがちになるなどにより，担任が指導を徹底しにくいことがある。 等

課題

※自由記述欄に記載された内容を基に作成。

○登校に不安を持ち，保護者の付添いを希望している生徒について，校長の指
導の下，早い段階で，保護者とともに個別の教育支援計画・個別の指導計画
を作成することで，共通理解を図ることができた。

○就学前から保護者，学校，市教育委員会との話合いを重ねてきたことで，学校
と保護者の役割分担が明確になり，連携の取れた対応ができている。 等

保護者等との連携の参考となる事例（続き）
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